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移転価格税制に係る継続管理法人の管理・選定及び関係各課等の連携の強化に向けた取組について

移転価格税制に係る事務については、調査課事務提要に基づき実施しているところであるが、具体的な業務内容及び手続について、下記のとおり定めた

ので、適切に実施願います。

（趣旨）
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企業グループの海外進出が一般化かつ多様化することに伴って国外関連取引も数多く存在し複雑化している中、移転価格税制上の問題が想定される国外

関連取引（以下「TPリスク」という。）に対して的確に対処するためには、継続管理法人の管理の在り方として国外関連取引に関する情報収集、分析及

び検討などを国際セクションと調査各部とが相互に連携して取り組む必要があることに加え、 TPリスクの諸問題及び一般同時調査における移転価格調査

の実施方法等について、国際調査管理課並びに調査総括課及び一般調査担当部門等が協議及び情報共有を行うなど、調査部全体で移転価格税制上の問題に

取り組む必要があるため、以下の施策を実施するものである。

記

1 定義

この事務連絡において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 調査総括課

調査第一部～四部の調査総括課をいう。

(2) 国際調査部門等

主任国際税務専門官 1• 2、特別国税調査官（国際担当）及び国際調査部門をいう。

(3) 一般調査担当部門等

特別国税調査官（国際担当を除く。）、外国法人調査部門及び調査第一部～四部の調査部門（国際調査部門を除く。）をいう。

(4) リスク主任

国際調査管理課の主任国際税務専門官（国際情報管理担当及び国際リスク分析担当）の主任国際税務専門官をいう。

(5) 各部併任国専官等

調査総括課に併任された国際調査管理課（国際機動部門）の国際税務専門官及び調査官をいう。

(6) 国際情報管理担当

国際調査管理課の主任国際税務専門官（国際情報管理担当及び国際リスク分析担当）の国際情報管理担当の国際税務専門官及び調査官をいう。

(7) 国際調査部門

国際調査第1部門及び第2部門をいう。

(8) HITシステム

蓄積する包括的移転価格情報提供システムをいう。

(9) 調査課事務提要

平成15年7月2日査調2-645ほか6課合同『調査課事務提要の制定について』事務運営指針をいう。
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00) 移転価格税制

租税特別措置法第66条の4に規定する「国外関連者との取引に係る課税の特例」をいう。

01) 移転価格税制対象法人

調査課事務提要第 10節1(2) 事務年度首から8年以内において国外関連取引を有すると想定される法人をいう。

⑫ 同時文書化対象取引

移転価格税制に係る文書化制度において、その対象となる国外関連取引で、前事業年度における一の国外関連者との取引の合計金額が50億円以上又

は無形資産取引の合計金額が3億円以上となる取引をいう。

03) ローカルファイル
国外関連取引を行った法人が作成する当該国外関連取引に係る「独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類」をいい、同時文書化対象

取引を行った法人は、当事業年度の確定申告期限までに作成又は取得し、保存することとされている（租税特別措置法第66条の4第6項）。

⑭ 移転価格分析資料

同時文書化対象取引を行っていない法人が作成したローカルファイルと同様の資料をいう。

⑮ LF検討システム

ローカルファイルを検討する者が、検討内容を入力し情報を蓄積するシステムをいう。

06) 継続管理法人
調査課事務提要第 10節1(2)イ（イ）移転価格税制対象法人の管理区分の判定基準に該当する法人をいう。

OT) 質的区分
調査課事務提要第 10節1(2)イ(D)「継続管理法人の質的区分の判定」に規程される判定基準区分をいう。

2 継続管理法人の管理の強化及び情報の活用等

(1) 国外関連取引に係る情報収集

ィ□；□：::;‘‘̀ ITシステムに蓄積された情報等で把握している国外関連取引の中から更なる情報分析が必要と認められる国
外関連取引について、「国外関連取引に係る情報収集の事務手順」（別添1) （以下「別添1」という。）に基づき一般調査担当部門等へ実態確認を依
頼し、一般調査担当部門等は依頼に基づき情報を収集する。また、国際情報管理担当は、 TPリスクが高い国外関連者に係るローカルファイルのリ

ストを配付し、一般調査担当部門等は実地調査の際にローカルファイルを収集する。

ロ 一般調査担当部門等の実地調査時における情報収集

一般調査担当部門等は、実地調査を実施する際、上記イの実態確認依頼に基づく情報収集のほか、別添1に基づき移転価格税制上の問題の検討に

有効と思われる資料（例えば‘---------)の収集を行う。
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ハその他の情報収集

国際情報管理担当は、継続管理法人に係るより一層の情報の充実を図るため、次のような情報を収集する。

（イ）

(0) 

(/¥) 

（こ）

（木）

(2) 収集された情報の分析及び蓄積等

国際情報管理担当は、上記(1)で収集した情報について所定の分析等を行い、その分析結果等をHITシステム及びLF検討システム等に反映させる

とともに、必要に応じて法人別情報ファイル等に編てつするなどして、情報の蓄積を図る。

(3) 蓄積された情報の活用等

一般調査担当部門等は、調査選定の段階及び調査着手前の準備調査の段階において、 '’’’’"HITシステムに蓄積された調査対象法人の国外関

連取引に関する情報を確認する。

(4) 情報収集に関する各部併任国専官等の支援等

各部併任国専官等は、一般調査担当部門等に対し移転価格税制に関する情報収集及び活用等の支援を行う。具体的には、別添1に基づき実施する情

報収集に関する事項や、移転価格税制に関する質問・相談等に対応する。

また、一般調査担当部門等において、国際情報管理担当が保有する法人の移転価格税制に関する個別情報の閲覧の必要がある場合1111111HI 
Tシステムに蓄積された情報について質疑がある場合には、各部併任国専官等を通じて、国際情報管理担当へ照会する。

(5) 移転価格に係る情報の収集及び継続管理法人に係る質的区分の見直し

イ 国際調査部門等への移転価格実態確認に基づく情報の共有

国際情報管理担当は、一般調査担当部門等から別添1に基づき提出された実態確認に係る資料を整理した上で、国際調査部門等と情報を共有する。

ロ 継続管理法人に係る質的区分の見直し及び事案選定個別表の作成

国際情報管理担当は、上記(1)及び(2)で収集・蓄積した情報等を基1::継続管理法人に係る質的区分の見直しや各種掘起しの基準等に基づきTPリス

クが高い法人の抽出を行い、特にTPリスクが高いとして質的区4’’’’’’とした法人については事案選定個別表を作成する。

なお、国際調査部門においても、実地調査の終了後や独自に入手した情報等の分析結果をもとに質的区分の見直しを随時行い、事案選定個別表を

作成する。

(6)-係るTPリスクの管理

国際調査管理課は、 TP リスクが存在す•^,'’’’’’'こ適切に対応するため、情報共有及びTP リスクの存否を判断し、日本側移転価格課税リス
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クが大きし （以下「一という。）につい』'’’’’・l)状況を注視し、そのリスクを踏まえた適切な対応を関係部署と協議する。

3 TPリスクの諸問題等に対応するための連携及び情報の共有

(1) 国際課税に係る合議体等による協議・検討

TP リスクヘ対応するために、多くの有識者の知見を集積して多角的に分析する複数の合議体（総称し以下「TP合議体」という。）~を国際調査管理

課に設置し、「TP合議体の運営について」（別添2)（以下「別添2」という。）に基づき運営する。 TP合議体は、移転価格事務に関する諸問題の解決

のための方策を協議し、法人を所掌する調査総括課と情報共有することを目的とする。国際調査管理課、国際調査課及び調査総括課等は、移転価格上問

題がある事項について、法人管理の観点から協議を行う。

(2) T Pリスクが高い法人に対し実地調査等を行う場合の対応

国際調査管理課（国際調査管理係）は、調査管理課から受領した「調査法人名簿」を国際情報管理担当へ回付する。

国際情報管理担当は、「調査法人名簿」に登載された法人のTPリスクについて保有情報等から検討を行い、 TPリスクが高い法人を抽出し、各部併

任国専官等又は国際機動部門による支援の有無を確認する。 TPリスクが高いが支援予定がない法人につき、国際調査管理課の上席国際税務専門官（調

査支援管理担当）に連絡する。

国際調査管理課の上席国際税務専門官（調査支援管理担当）は、国際情報管理担当が保有する個別情報等で問題点を確認し、支援の必要性を検討す

るとともに、各部併任国専官等又は国際機動部門による支援を検討する。各部併任国専官等又は国際機動部門による支援が困難な場合には国際情報管

理担当に連絡する。国際情報管理担当は調査総括課を通じて調査部門担当者と連絡を取り移転価格上の問題を把握し、実態確認依頼等の方法により問

題点に係る実態把握及び移転価格上の問題解決を図る。

4 国際調査部門の実地調査事案に係る選定

国際調査部門の翌事務年度における実地調査事案に係る選定作業は次の通り実施する。

なお、各関係部署の役割及び作業スケジュール等については、別添3を参照する。

(1) 事務年度上期における作業

イ TP合議体での情報共有

国際情報管理担当は、 9月を目途にTP合議体を開催し、移転価格事案や事前確認事案に係る諸問題について、各部の調査総括課と共有する。

ロ TP選定小会議の開催

国際情報管理担当は、移転価格課税に係る選定小会議（以下「TP選定小会議」という。）を随時開催し、意見交換等を通じ上記2(5)口の作業の方向

ハ性:lp：：ぶ：：：：と言日::`‘`:;:::門：個別表の作成を進める。
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国際情報管理担当は、上記口を踏まえ、継続管理法人のうち、特にTPリスクが高い（質的区分'’’卜）と判定した法人をTP高リスク要管理法人

とし、その名簿（以下「TP高リスク要管理法人名簿」という。） （別紙1)を作成するとともに、国際調査課及び国際調査部門と共有する。

二 TP選定中会議の開催

国際調査課（管理企画担当）は、 12月中旬に移転価格課税に係る選定中会議（以下「TP選定中会議」という。）を開催し、翌事務年度の選定方針を

策定するとともに、上記ハの「TP高リスク要管理法人名簿」の内容等について検討を行い、国際調査課長の了承を得る。

(2) 事務年度下期における作業

イ 翌事務年度の調査予定法人の選定に向けた作業

（イ） TP作業部会の開催

国際情報管理担当は、 1月にTP作業部会を開催し、上記(1)二で検討を行った「TP高リスク要管理法人名簿」について、各部の調査総括課と

共有する。

(n)国際調査部門における選定作業

国際調査部門は、上記(1)二で検討したTP高リスク要管理法人名簿に基づき、あらゆる情報を活用して、翌事務年度の実地調査対象法人を的確

に選定する。

(11) T P選定中会議の開催

国際調査課（管理企画担当）は、 3月末にTP選定中会議を開催し、上記(n)で選定した法人について検討を行い、国際調査課長の了承を得る。

（こ） 「調査予定法人名簿（案）」の各部調査総括課等への交付

国際調査課（管理企画担当）は、上記(/¥)で国際調査課長の了承を得た法人について令和6年7月5日付「海外取引調査の実施等に係る事務手続等

について（事務連絡）」 3(2)イに規定する「国際調査部門等調査予定法人名簿（案） （以下「調査予定法人名簿（案）．」という。）」に記載し、 3月

末を目途に調査総括課を通じて所掌部門へ交付するとともに、調査管理課、広域情報管理課及び事前確認審査課にも回付する。

（木）調査予定法人の調整等

所掌部門は、上記（二）で交付された「調査予定法人名簿（案）」に登載された法人に係る調査予定等について、 4月末までに調査総括課を通じて

国際調査課（管理企画担当）に回答する。

なお、国際調査課（管理企画担当）は、所掌部門からの回答の結果、調査予定法人の調査着手時期等について調整の必要がある場合は、調査総括

課と協議・調整を行う。

（＾）調査予定法人の確定

国際調査課（管理企画担当）は、上記（木）の調整等の結果を国際調査部門に共有し、国際調査部門と協議の上、翌事務年度の調査予定法人を確定さ

せる。

（卜）選定会議の開催
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国際調査課（管理企画担当）及び国際調査部門は、国際調査管理課（国際調査管理係）が5月中旬までに開催する国際セクション選定会議において、

上記(/¥）で確定した調査予定法人について説明を実施し、幹部の了承を得る。

ロ 「TP高リスク要管理法人名簿」等の見直し作業
（イ）継続管理法人に係る質的区分の見直し及び事案選定個別表の作成

国際情報管理担当は、下期においても引き続き上記2(5)口の継続管理法人に係る質的区分の見直し及び事案選定個別表の作成を行う。

(□) T P選定小会議の開催

国際情報管理担当は、随時TP選定小会議を開催し、国際調査課及び国際調査部門との意見交換等を通じ、上記（イ）の作業の方向性等について確

認を行いつつ、質的区分の見直し及び事案選定個別表の作成を進める。

(11) TP高リスク要管理法人（質的区分'’’卜）名簿の作成

国際情報管理担当は、上記（イ）及び(n)の結果を踏まえ、 「TP高リスク要管理法人名簿」を更新し、国際調査課及び国際調査部門と共有する。

（こ） TP高リスク要管理法人名簿の決定及び翌事務年度への引継ぎ

国際調査課（管理企画担当）は、 6月中旬までにTP選定中会議を開催し、上記（/¥)で更新した「TP高リスク要管理法人名簿」の内容について検

討し、国際調査課長の了承を得た上で確定させ、これを翌事務年度に確実に引き継ぐ。
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困配］

国外関連取引に係る情報収集の事務手順

1 情報収集及び法人管理の必要性

TPリスク管理の観点から、移転価格税制上の問題となりえる情報を個別に収集・分析し蓄積していくことが必要である。 TPリスクを的確に把握し

た上で、対応方針を決定するために、国際調査管理課並びに調査総括課及び一般調査担当部門等が連携して効果的な情報収集に取り組み、移転価格上の

問題事項等を共有することが重要である。

なお、継続管理法人に係る管理については、実地調査等により移転価格税制上の問題点を把握し、同様の問題が他の法人にも生じているか等の観点か

ら行うことが重要である。

これらのことから、移転価格に関する情報収集の施策である移転価格実態確認と、情報収集を一層充実させるための「移転価格情報連絡せん」につい

て、具体的な事務処理手順及び所要の様式を定めるものである。

2 移転価格実態確認（同時文書化対象取引リストによる依頼）

(1) 国際調査管理課による同時文書化対象取引リストの作成及び交付

国際情報管理担当は、「同時文書化対象取引リスト」（別紙2)を作成し、毎年7月末までに調査総括課を経由して一般調査担当部門等及び各部併任

国専官等に交付する。

なお、当該リストの作成にあたっては、移転価格リスクが高い取引に係るローカルファイルについて「要回付」と表示することに留意する。

(2) 一般調査担当部門等の事務

イ 調査法人に対するローカルファイルの提出依頼

一般調査担当部門等が、「同時文書化対象取引リスト」に登載されている法人に対して実地調査を行う場合は、調査法人（

に対してローカルファイルの提出を依頼する。

ロ 提出依頼方法及び期限

一般調査担当部門等は、原則として調査法人に「資料提出依頼書」（別紙3) を交付して提出を依頼するが、「資料提出依頼書」については任意の

様式を使用しても差し支えない。

• 8・ 



なお、ローカルファイルの提出期限は、移転価格税制上45日を超えない範囲において職員が指定した期日と定められているため、調査着手後速や

かに依頼することとし、提出期限は、書類の準備に通常要する日数を勘案した45日を超えない日を指定する。

ハ 提出を受けたローカルファイルの回付

一般調査担当部門等は、調査法人から提出されたローカルファイルのうち、「要回付」のローカルファイルの写しを、各部併任国専官等へ回付する。

調査法人からローカルファイルの提出がなかった場合 (45日以内に提出がなかった場合を含む。）は、「提出資料整理表」（別紙4)を使用して、未提

出等の理由を簡記し、調査総括課を経由して国際情報管理担当へ回付する。

なお、外国法人調査部門は、国際情報管理担当に回付する。

(3) 各部併任国専官等及び各支援担当の事務

各部併任国専官等は、一般調査担当部門等から回付されたローカルファイルの写しに関し、ローカルファイルを検討し、その検討内容をLF検討シ

ステム（別紙5-1)に入力し、 LF検討システムからローカルファイル検討表（別紙5-2)を出力し、これをローカルファイルに添付して国際情報管理

担当へ回付する。

なお、「同時文書化対象取引リスト」に登載されたローカルファイルはTPリスクが高いと考えられるものであることから、各部併任国専官等は、同

行支援または間接支援等により一般調査担当部門等と協働してローカルファイルを検討し、移転価格上の問題の実態解明に努めることに留意する。

また、各支援担当が支援した事案において提出を受けたローカルファイルについては、各支援担当が、上記各部併任国専官の事務に準じて、ローカ

ルファイルの検討、 LF検討システムの入力、ローカルファイル検討表の出力及び国際情報管理担当への回付を行う。

おって、検討の結果、移転価格税制上の問題が見込まれる場合には、別途定める令和6年7月5日付事務連絡「海外取引調査の実施に係る事務手続

等について」の5 「一般調査において移転価格税制上の問題を把握した場合の連絡等」による。

(4) 国際情報管理担当の事務

外国法人調査部門が提出を受けたローカルファイルは、国際情報管理担当が検討し、 LF検討システムに入力を行う。

3 移転価格実態確認（移転価格実態確認表による依頼）

(1) 国際調査管理課及び国際調査課の事務

イ 移転価格実態確認の依頼

国際情報管理担当は、一般調査担当部門等による移転価格継続管理法人に対する実地調査予定を把握した場合、速やかに移転価格実態確認依頼の

要否を判定する。
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判定の結果、移転価格実態確認の依頼をする場合は、国際情報管理担当は「移転価格実態確認表（依頼用）」（別紙6)、「移転価格実態確認表（回

答用）」（別紙7)、「資料提出依頼書」（別紙3)、及び「提出資料整理表」（別紙4) を作成し、調査総括課を経由して一般調査担当部門等に交付し、

写しを各部併任国専官等に交付する。

なお、確認事項がローカルファイルの記載事項に含まれる場合は、原則としてローカルファイルの提出を依頼する（ローカルファイルの作成基準

に該当しない場合は移転価格分析資料の提出を依頼する）。

また、調査が終了するまでの期間を考慮し、追加依頼できないことが当初から見込まれる場合は、ローカルファイル等の提出依頼に加え、確認を

要する個別的事項も併せて依頼する。

おって、国際調査部門は、選定等の観点から移転価格実態確認において確認すべき事項があると判断した場合には、国際情報管理担当へ連絡を行

う。連絡を受けた国際情報管理担当は当該事項について、移転価格実態確認の依頼の際に調査総括課を経由して一般調査担当部門等へ依頼を行うこ

とに留意する。

（注） 国際情報管理担当は、依頼に当たり、対象となる国外関連者を特定し、依頼事項を具体的かつ簡潔に記載するほか、参考となる事項があ

れば適宜補足説明する。また、国際情報管理担当は、将来的な移転価格に係る調査の必要性を判断するため、ローカルファイル等の内容を基に調

査法人の移転価格に対する姿勢の把握に努めることに留意する。

ロ 移転価格実態確認において提出を受けたローカルファイルの検討等

国際情報管理担当は、下記(2)のとおり、一般調査担当部門等から、移転価格実態確認において提出を受けたローカルファイルについて、上記2に

準じて、ローカルファイルの検討、 LF検討システムの入力等を行う。

ハ 資料の追加依頼について

国際情報管理担当は、上記3(1)イで依頼したローカルファイル等の資料で解明できない事項がある場合には、一般調査担当部門等へ追加で依頼を

行う。

なお、追加依頼を行う可能性が高いことから、国際情報管理担当は一般調査担当部門等へ調査総括課を経由してローカルファイル等の早期回付を

依頼することに留意する。

(2) 一般調査担当部門等の事務

イ 移転価格実態確認の実施

一般調査担当部門等は、「移転価格実態確認表（依頼用）」（別紙6)に記載された依頼事項に基づき、調査法人に対して国外関連者の概要及び国外
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関連取引等を確認するとともに、「資料提出依頼書」（別紙3) を交付してローカルファイル等を含む資料提出を依頼する。

なお、「提出資料整理表」（別紙4)を使用して、資料の提出状況を確認するとともに、調査終了までに提出されなか‘った資料がある場合（ローカ

ルファイルの提出が45日以内でなかった場合を含む。）は、未提出等の理由を簡記する。

おって、調査法人から提出されたローカルファイル等の写しは、ローカルファイルの検討により解消されない疑問点について追加依頼することが

十分に見込まれることから、速やかに国際情報管理担当へ回付する。

ロ 移転価格実態確認表の作成及び回付

一般調査担当部門等は、移転価格実態確認により把握した内容を、「移転価格実態確認表（回答用）」（別紙7)に記載し、管理者の決裁後、正本を

税歴簿に編てつし、写しを移転価格実態確認終了月の翌月 5日までに調査総括課を経由して国際情報管理担当に回付する。（国際調査管理課及び国際

調査課の職員は国際情報管理担当に提出する。）。

4 移転価格実態確認等に係る進捗管理等

(1) 進捗管理

国際情報管理担当は、「実態確認管理簿」（別紙8)を作成し、調査総括課と緊密に連携して移転価格実態確認やローカルファイルの提出依頼に係る

進捗管理を行う。移転価格実態確認の回答が回付されていない場合や、「同時文書化対象取引リスト」に登載されている法人について実地調査が行われ

ているもののローカルファイルが回付されていない場合は調査総括課を通じて回付するよう依頼する。

(2) 移転価格実態確認等に係る質疑対応

国際情報管理担当、国際機動部門及び各部併任国専官等は、移転価格実態確認やローカルファイルの提出依頼に係る一般調査担当部門等からの質問・

相談に随時対応する。

(3) 金融取引に係るローカルファイルの取扱い

国際情報管理担当は‘----------の金融取引に係るローカルファイル（移転価格分析資料を含む。）の

回付を受けた場合には、その写しを国際調査管理課（調査サポート担当）に交付する。

5 調査部職員による移転価格情報の収集

(1) 移転価格に関する情報収集

調査部職員が実地調査において、別紙9に掲げる「情報収集項目」に該当する情報を把握した場合には、関係資料を収集する。

i込

と

・11・



なお、別紙9に掲げる「情報収集項目」とは、 の移転価

格税制上の問題がある場合である。したがって、別紙9に掲げる「情報収集項目」に該当する情報を把握した場合は、上記2(2)イにおいて「同時文書

化対象取引リスト」に「要回付」との表示がないローカルファイルであっても移転価格税制上の問題があることから下記(2)に従い「移転価格情報連絡

せん」（別紙10)に添付して回付することに留意する。（「要回付」との表示がない理由は、これまでに把握した情報から移転価格リスクが低いと判断さ

れたものであるため、担当者が移転価格税制上の問題があることを把握した場合は当然に収集を要する。）

(2) 移転価格情報連絡せんの提出

イ 上記（1）の資料を収集した調査部職員は、「移転価格情報連絡せん」（別紙 10)を速やかに作成し、収集資料を添付の上、正本を税歴簿に編てつし、

写しを各部併任国専官等又は国際情報管理担当に提出する。

ロ 各部併任国専官等は、提出された「移転価格情報連絡せん」（別紙10)の内容を検討した上で、速やかに国際情報管理担当へ回付する。

ただし、金融取引に係る移転価格分析資料（「移転価格情報連絡せん」（別紙10)の項目 12)については各部併任国専官等による内容の検討は不要

とし、回付を受けた国際情報管理担当はその写しを国際調査管理課（調査サポート担当）に回付する。
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1 TP合議体

(1) 構成員

TP合議体の運営について

TP合議体は国際監理官が主宰し、原則として次の者で構成する。

イ 国際調査管理課：課長、リスク主任

ロ 国際調査課：課長、国際調査部門統括官

ハ事前確認審査課：課長

一 調査審理課：主任国際調査審理官

ホ調査総括課：課長

へ その他、国際監理官が指名する者
(2) 機能

TP合議体は、以下の事項を協議するために合議（以下「TP合議」という。）を開催する。

イ 移転価格調査事案に係る諸問題の検討

ロ 事前確認申出事案に係る諸問題の検討

ハ その他の移転価格事務に係る問題点の検討

(3) 開催時期

合議体は、原則として各事務年度の8月から 9月を目途に開催する。ただし、国際監理官が必要と判断する場合には随時開催する。

(4) 事務局

TP合議体の事務局は、国際情報管理担当に置く。

2 移転価格課税に関する合議体作業部会

(1) 構成員
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移転価格課税に関する合議体作業部会（以下「TP作業部会」という。）は、リスク主任が主宰し、原則として次の者で構成する。

イ 国際調査管理課：リスク主任｀課長補佐（企画担当）、上席国際専門官（調査サポート）、管理企画担当、国際情報管理担当

ロ 国際調査課：課長補佐、総括主査

ハ事前確認審査課：課長補佐、総括主査

ー 調査審理課：国際調査審理官 (Tp担当）、主査(Tp担当）

ホ 調査総括課：課長補佐（企画担当）、各部併任国際専門官チーフ

へ その他、リスク主任が指名する者

(2) 機能

TP作業部会は、以下の事項を協議し、議事についての意思決定を行う。

イ 移転価格調査事案に係る処理方針及び諸問題の検討

ロ 国際課税リスクが高い法人への対応方針

/、111111111111111に係る日本側の移転価格課税リスクが存在する可能性がある事案への対応方針
ホ 一般調査部門等が実施する調査における移転価格に係る検討事項への対応策

へ 国際課税事案対応に係る問題点及び対応策

ト 保有する移転価格課税事案に関する情報の交換と共有化

チ 移転価格課税事案の発掘及び各種情報の有効性の向上・活用に向けた施策

リ 関係各部課との連絡調整

ヌ その他、作業部会で協議・検討すべき事項

(3) 開催時期

TP作業部会は、リスク主任が必要と判断する場合に随時開催する。

(4) 合議体構成員への報告・指示

TP作業部会の構成員は、協議内容を合議体構成員である所属課長等へ適時報告し、指示を仰ぐ。

(5) 事務局

TP作業部会の事務局は、国際情報管理担当に置く。
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匿冒国際情報管理担当の事務

国際情報管理担当は、上記1及び2に記載のとおり、 TP合議体、 TP作業部会等の事務局を運営するほか、継続管理法人の管理に関する以下の内容

の業務を担当し、当該業務に関し調査部における関係各課との事務手続き等の窓口を担う。また、国際情報管理担当は以下の内容の業務において重要と

思われる情報等を把握した場合には、 TP合議などを通じてTP合議体構成員に速やかに連絡するものとする。

なお、国際情報管理担当は、国際調査部門等が把握した現在生じている移転価格上の問題を情報収集事務等に反映させることにより、深度ある継続管

理法人に係る情報収集及び管理を行う。

(1) 継続管理法人の質的区分の管理

(2) 継続管理法人に関するローカルファイルの質的区分の判定

(3) 国際調査部門に対して継続管理法人の質的区分の判定の実施依頼

(4) 継続管理法人に係る実態確認の事案選定

(5) 上記(4)の実態確認に係る実施依頼及び進捗管理

'(6) 事前確認の申出がある課税リスク事案の進捗状況の把握

(7) 継統管理法人に係ろ'’’’’’l・所掌部門が実施した一般同時調査の状況等の個別情報の収集
(8) ローカルファイルの収受状況等の管理

(9) 移転価格情報連絡せんの整理及び管理

uo) 法人別情報ファイルの整理及び管理
01) L F検討システムの管理

⑫ HITシステムに掲載する上記の(1)ないし(9)の情報等の整理

03) その他継続管理法人の管理に関する事項
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別添3

関係部署の役割

継続管理法人の管理

゜粗選定 I要管理法人名簿（仮称※）案の作成

゜゚選定個別表の作成

T TP合議体 (TPに係る諸問題の共有） 出席 運営・出席 出席 I 出席
p 
TP選定中会議（国調課長の意思決定） 出席 運営・出席 出席合

議 TP選定小会議（国セク内の情報共有） 運営・出席 出席 出席
体
・寺←． ．←． , 

国際セクション選定会議 運営・出席 説明・出席 説明・出席

選定方針案の策定

゜選定作業

゜選定事案の調整

゜ ゜-16-



作業スケジュール
粗選定（質的区分判定）

時期
方向性の共有作業

成果物の共有・意思決定

TP高リスク要管理法人名簿 選［定個別表

選定作業

調査予定法人名簿
作成

各部

調査総括課

との調整

月
一
月
一
月
一
月
一
月
一
月
一
月
一
月
一
月
一
月
一
月
一
月

7

8

9

0

1

2

1

2

3

4

5

6

 

1

1

1

 

TP選定小会議 今
事
務
版
作
成

TP合議体で諸問題の共有

TP選定小会議

今
事
務
版
の
更
新

TP選定中会議で決定（今事務版）

TP作業部会で共有（今事務版） 、作業

TP選定小会議 TP選定中会議で決定
調整

国セク選定会議

TP選定中会議で決定（今事務版（更新後））
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口
同時文書化対象取引リスト

※ リストに登載されている法人について一般法人税調査を行う際には、着手時にローカルファイル(LF)の提出依頼を行ってください。
「ローカルファイル収集」欄に「要回付」の記載がある場合は、写しを各部併任国専官に回付してください。

ヽ



口
別紙3

・資料提出依頼書

令和年月日

●●株式会社御中

貴社の法人税調査において、以下の項目欄に記載した資料が必要と認められますので 月 日ま

でに提出してください。

担当者
，東京国税局調査第●部調査第●部門

電話 (03)3542-2111 内線

項 目

1 I貴社の会社概要資料（パンフレット等）、組織図

2 I国外関連者00社のアニュアルレポート（直近 2期分記載のもの）

国外関連者00社の事業概況（事業内容、従業員数、主要な株主、主要な売上先及び仕入先、主
3 
＇要な子会社等）

調査対象期において、貴社が国外関連者 00社との間で国外関連取引を行っている場合には、

以下の資料

(1) エンドユーザーまでの商流及び物流がわかる取引図

(2) 契約書
41 
(3) 価格設定方法が分かる資料

(4) 価格調整金の受取りまたは支払いの有無

有の場合には、価格調整金額、計算方法がわかる資料

(5) 移転価格分析資料

以下の国外関連者との、●年●月期における国外関連取引に係る、独立企業間価格を算定する

ために必要と認められる書類（いわゆるローカルファイル）を提出してください。

5
 

令和年月日

上記について、別添のとおり回答します。

法人名等

担当者名

記載要領



1 作成者

一般調査担当部門等

2 作成時期

調査終了時

3 各欄の記載

(1) 国際情報管理担当等は、記載例以外の資料を依頼する場合には、一般調査担当者及び調
査法人に内容が明確に伝わるよう配慮する（例えば一般調査担当者向けのコメントを容易
に削除可能な図形様式で貼付する。）。
(2) 調査法人が同時文書化対象取引を有する場合には、ローカルファイルの収集を依頼する。
なお、同時文書化対象取引以外の国外関連取引について調査法人又は会計事務所等の専
門家が移転価格の分析・検討を行っている場合の、当該分析・検討資料を収集する際には、
記載例の項目 4(5)「移転価格分析資料」の提出を依頼する。
（注）ローカルファイルは、記載すべき内容が法令で規定された書類であるが、 「移転価
格分析資料」はその限りではなく、両者の内容は必ずしも同一ではない。



亘直王］

提出資料整理表

令和年月日

項 目 提出状況 未提出等の理由

項目 （理由）
1 会社概要資料（パンフレット等）、組織図 ■有 □無

No. 

国外関連者00社のアニュアルレポート（直近2
4(5) 作成していない

2 ■有 □無
期分記載のもの）

提出依頼時に未作成の5 

国外関連者00社の事業概況（事業内容、従業員
I 

ため45日以内に提出が

3 数、主要な株主、主要な売上先及び仕入先、主要 ■有 □無 なかった (65日後に提

な子会社等） 出あり）

調査対象期において、貴社が国外関連者 00社

との間で国外関連取引を行っている場合には、以

下の資料

(1) エンドユーザーまでの商流及び物流がわか ■有 □無
る取引図

4 (2) 契約書 ■有 □無
(3) 価格設定方法が分かる資料 ■有 □無 I 
(4) 価格調整金の受取りまたは支払いの有無 ■有 □無
有の場合には、価格調整金額、計算方法がわ

かる資料

(5) 移転価格分析資料 口有 ■無

5 ローカルファイル（中国関連者 XX) ■有 □無



1 作成者

一般調査担当部門等

2 作成時期

調査終了時

3 各欄の記載

(1) 記載する「項目」は別紙4と同一とする。
一般調査担当部門等は提出依頼を行った資料の提出状況を整理記入し、調査法人から提
出が得られなかった場合（ローカルファイルの提出が45日以内でなかった場合を含む。）
には、その理由を簡記する。
(2) 記載例の項目 4(3)「価格設定方法が分かる資料」の価格設定方法とは、例えば「原価の
額に10％マークアップした価格」、 「販売会社が3％の利益を確保する価格」等、取引の種
類ごとに調査法人が定めた方法をいう（製品ごとの価格表ではない。）。
なお、このように取引価格設定方法の方針（プライシングポリシー）を定めていても実
際には異なる方法により決定されている場合（例えば取引当事者間の協議により決定され
ている）には、一般調査担当部門等は、方針と実務の双方の価格設定方法が分かる資料を
添付するか、別紙8に事実関係を簡記する。



捌紙5-1| 

二 Ill遍畔



ローカルファイル検討表

LF一遍暑号 1 検証詈号 1 | 

法人醤号 法人名

繊別詈号 関運者名

検証対象事業年度 所在地国

業種

検討a
検討部門、

検討担当雷

捌紙5-2| 



L例
移転価格実態確認表（依頼用）

別紙6

作成部門
I 

主任

令和年月'E

担当者

決
裁

竺 第

1 確認依頼事項

(1)国外閲座者名

00社(A園

部門（

） 

＇班）

(2)資料収集依穎

調査法人に対して、賓糊尉廿依槙書侶'M4)に記載した資袢冴是出を依頼してください。

問扱疇恥と同生の国外疇引の状況につして概要を把握し、移転価格胸軋ヒの問題がない力牝握す

る目的で夫態暉を依頼します。

(4)特に確認してほしし薄項

00社についてぱ朋表17(4)~桝関連者に関する明細書」に記載がありません。
当詢国外関連者とq間の取引内容について確認し、取引があること料世屋された場鉗ま、上詔2め資料ととも
に、別表17(4:<l提出も依槙して下さい。

(5) ローカルファイルの収集

以下の国外関連者との、●年●月期における同時文書化対象国外関連取引に係る独立企業間価

格を算定するために必要と認められる書類（ローカルファイル。措法 66の4⑥又は措法68の88

⑥、措規22の 10⑥又は措規22の74⑤)の提出を求め、収集を行ってください。

2,780百万円 I 150百万円

(Singapore) 
10,240百万円

※ 上記の国外関連取引総額、無形資産取引総額は、前期の数字となります。
※ 同時文書化対象国外関連取引の対象となるのは、当該国外関連者との取引総額が50億円以上、または無形資
産取引総額が3億円以上の場合です（措法66の4⑦又は措法68の88⑦)。

2 参考事項

作成者及び

連絡先
部門

（内線）



’̀ 

'• 

言B餃要領

1 作成者
国際調査管理課主任国際税務専門官（国蜀癖段管理担当）及 ーー査部呵

2 作成南月

一般調査担当部呵等への依頼時

3 各椙切翫撮文

「1躙瑯噸即配欄こは国細麟筍鵬注伍罪弼漑覇9官⑮際庫難嘩且当）及訊罪詞随滴門（以下喧l
際情報管理担当等」という。）が一般調査担当部門等に確認怒胡貢する事項について、直桝関連者名」、「資料収集依

頼」、頃魂譴認の趣旨」、「特に確認してほしし淳項」等の項目別に具体的かつ明硼こ記載する。



例
別紙7

移転価格実態確認表（回答用）

決
裁

括魯 I総括主査 I担当者 令和年月 日

｀ 門（

1 確認内容及び把握した問題点

即
一
）

(1)国外閲堅者名

00社(A国｝

(2)資料収集依頼

螂癖棟随裁のとおり調査法んがら蘭荘受領しteo

(3)特に確認してほしい事項

調査法人に確認したところ、 0況土との間で、輸出取引q血役務提供取引があることを把握したため、上記2)

の資粋冽細とともに、調査対象の各事業年度⑰り俵 17(4¼こついて修回版を受領しteo

(4)疇した疇諒

(5) ローカルファイルの収集因兄

月I摘切とおり

2 参考事項

実態確認

実施年月
年月1日数 日

※写しの提出先は、各部調輯斜甜果（目哩鉗刺系）。

※ ローカルファイ／吼鴎駆）みの場合は、決裁不要，



記載要領

1 作成者

一般調査担当剖押稗F

2 作成時期

調査終了時

3 各欄の記載

(1) 国際情報管理担当等は、調査法人名や「 1 確認内容及び把握した問題点等」の各項目名
等、依頼の段階で明らかな事項を記入し、一般調査担当部門等が作成する際の原案とする
（別紙3~ 5に共通）。
(2) 一般調査担当部門等は、実態確認終了後に「 1 確認内容及び把握した問題点等」欄に
結果を簡記し、添付資料で確認できる場合はその旨記載し、記述に代える。



移転価格実態確認誓運簿
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法人番号 法人名 収集部門・収集担当者

調査第 部 部門

ヽ

併任国専官等 調査第 部 国際官 （同行調査口有 □無）

移転価格情報連絡せん 直`五］
令和年月 日作成

国外関連者名 （特定できる場合に記載。多数の場合は、主な関連者の記載で可。） I 国名

II情報の内容（上記Iの具体的項目の内容を簡記。説明資料がある場合は、別紙参照可。）

m 添付資料（当該連絡せんに添付した資料をチェック。）

口取引図 口契約書 □別表17(4)口国外関連者を有する法人の整理表
□国外関連者の決算書 □その他（ `̀'・ 

※国際調査管理課主任国際税務専門官（国際情報管理担当）整理欄

口事案選定個別表の更新／作成

年 月 日受領

事務年度1簿冊番号1 簿書番号






